
◆資料 

 

- 52 - 

１  第三次栗東市食育推進計画策定会議設置要綱 

 (1)第三次栗東市食育推進計画策定会議設置要綱 

  (平成３１年３月６日 栗東市告示第２７号) 

（設置） 

第１条 市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、

第三次栗東市食育推進計画（食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１項に規

定する市町村食育推進計画をいう。）を策定し、継続して食育の総合的な推進を図るため、

第三次栗東市食育推進計画策定会議（以下「策定会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 策定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 第三次栗東市食育推進計画の策定に関し、意見を述べること。 

 （２） その他第三次栗東市食育推進計画の策定に関し、必要な事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 策定会議は、１５人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

 （１） 学識経験者 

 （２） 関係団体を代表する者 

（３） 公募委員 

 （４） その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、市長が委嘱した日から平成３２年３月３１日までとする。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 策定会議に会長及び副会長各１人を置く。 

４ 会長は互選により定め、副会長は会長の指名により定める。 

５ 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第４条 策定会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、会長が議

長となる。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 
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 （専門部会） 

第５条 策定会議には、必要に応じて専門部会を設けることができるものとする。 

 （事務局会議） 

第６条 第三次栗東市食育推進計画における相互調整等を行うため、策定会議に事務局会議

を置く。 

２ 事務局会議は、次に掲げる所属の長が指名する者で構成する。 

 （１） 環境経済部農林課 

 （２） 子ども・健康部子育て応援課 

 （３） 子ども・健康部幼児課 

 （４） 子ども・健康部健康増進課 

 （５） 教育委員会学校教育課 

 （６） 教育委員会学校給食共同調理場 

 （庶務） 

第７条 策定会議の庶務は、子ども・健康部健康増進課が処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会

議に諮り、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。 
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(２) 第３次栗東市食育推進計画策定会議委員名簿 

 

氏 名 関 係 団 体 名 備 考 

田 中  優 学識経験者 大阪国際大学経営経済学部 

経済学科 学科長 

会 長 

増田  江利子 草津栗東医師会  

鵜飼  周太郎 草津栗東守山野洲歯科医師会 副会長 

冨 田  文 代 滋賀県栄養士会  

山 内  宏 美 南部健康福祉事務所  

杉 田  聰 司 栗東市農業委員会  

大 橋  一 天 栗東市農業協同組合  

廣 瀬  國 子 栗東市健康推進員連絡協議会  

山内  亜紀子 栗東市 PTA連絡協議会  

竹橋  貴美子 栗東市小・中学校校長会  

秋 山  直 哉 栗東市学校保健安全部会  

前 原  美 幸 栗東市保育園・幼稚園・幼児園園長会  

本 間  由 樹 栗東市社会福祉協議会  

泉  千 春 公募委員  

山元  美千子 公募委員  

 

 

事務局会議 

環境経済部   農林課 

教育委員会   学校教育課 

教育委員会   学校給食共同調理場 

子ども・健康部 子育て応援課 

子ども・健康部 幼児課 

庶務 子ども・健康部 健康増進課 
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２ 第３次栗東市食育推進計画策定経過 

時期 項目 内容 

平成 31年 4月 19日 第１回事務局会議 
・第１回策定会議の進め方と資料について 
・策定スケジュール(案)の検討 

令和元年 5月 31日 
第 1回食育推進計画 

策定会議 

・「栗東市食育推進計画」の概要について 

・国、県における第３次食育推進計画につい

て 

・今年度のスケジュール（案）について 

・ワークショップ「食について感じる良い

点・良くない点」 

令和元年 6月 7日 
市民団体へヒアリン

グ 

保育園・幼稚園・幼児園保護者会へヒアリン

グを実施 

令和元年 6月 19日 
市民団体へヒアリン

グ 

はるにし子どもカレー食堂へヒアリングを

実施 

令和元年 7月 19日 第 2回事務局会議 
・第３次計画の方向性について 

・第２回策定会議の進め方と資料について 

令和元年 8月 2日 

 

第 2回食育推進計画策

定会議 

・市民の健康等の状況について 

・ヒアリング結果報告 

・第２次計画の取組と評価について 

・食に関する課題と現状の取組について 

・第３次計画の基本的な考え方について 

令和元年 8月 28日 第 3回事務局会議 ・計画素案について 

令和元年 9月 関係機関への照会  

令和元年 9月 27日 第 4回事務局会議 
・計画素案について 

・パブリックコメントについて 

令和元年 10月 18日 
第３回食育推進計画

策定会議 

・計画素案について 

・パブリックコメントについて 

令和元年 12月 パブリックコメント  

令和 2年 1月 第 5回事務局会議 

・パブリックコメントの結果について 

・計画書（案）について 

・ダイジェスト版（案）について 

令和 2年 2月 
第 4回食育推進計画 

策定会議 

・パブリックコメントの結果について 

・計画書（案）について 

・ダイジェスト版（案）について 

令和 2年 3月 計画策定  
 

 


